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用語「○○○○＊」は第３編に解説あり 

第２章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

  障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点を配慮して障がい福

祉計画及び障がい児福祉計画を作成します。 

 

⑴ 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するために、障がいのある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配

慮するとともに、障がいのある人が障がい福祉サービス*などの必要な支援を受けながら、本人

が望む地域生活や社会生活を送ることができるように、障がい福祉サービス*や相談支援、地域

生活支援事業*等の提供体制の整備を進めます。 

 

⑵ 障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービス*の実施等 

障がいの種別によらず、必要な人が必要な支援を受けられるように、障がい福祉サービス*等

を一元的に提供していきます。また、発達障がい*のある人、高次脳機能障がいのある人、難病

患者が障害者総合支援法に基づく給付の対象になっていることについて、一層の周知を図りま

す。 

 

⑶ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制の整備 

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行の促進と、地域生活を継続するための支援の

充実を図るとともに、障がいのある人の就労や職場定着を支援するために、サービス提供体制

の整備と地域生活支援の拠点づくり、地域の社会資源の活用等を図っていきます。 

 

⑷ 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域共生社会の実現に向け、住民団体等による法律や制度に基づかないインフォーマルな活

動を支援し、障がいのある人を包摂した地域づくりに対し地域住民が主体的に取り組むための

仕組みづくりを推進します。また、専門的な支援を必要としている人のために、各分野の協働

を通じた総合的な支援体制の構築に向けた取り組みを計画的に推進していきます。 
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⑸ 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がい児のライフステージ*に沿って、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図

るとともに、医療的ケア児が保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられ

るようにするなど、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を図り

ます。 

また、障がい児が障がい児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受ける

ことができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよ

うに、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

 

⑹ 障がい福祉人材の確保 

障がいのある人の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障がい福祉

サービス*等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくため、専門性を高めるた

めの研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場で

あることの積極的な周知・広報等、関係者と協力して取り組みます。 

 

⑺ 障がいのある人の社会参加を支える取組 

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成 30年法律第 47号）」を踏まえ、障

がいのある人が文化芸術を享受鑑賞したり、創造や発表等の多様な活動に参加する機会を確保

したりすることなどを通じて、障がいのある人の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図り

ます。 

また、「読書バリアフリー法」を踏まえ、視覚障がいのある人等の読書環境の整備を計画的に

推進します。 
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２ 障がい福祉サービス*の提供体制確保に関する基本的な考え方 

障がい福祉サービス*の提供体制の確保に当たっては、1の基本理念を踏まえ、下記の点に 

配慮して目標を設定し、計画的な整備を行います。 

 

① 必要とされる訪問系サービスの充実 

② 障がいのある人等への希望する日中活動系サービスの充実 

③ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点*等の充実 

④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

⑤ 障がい児が身近な地域で暮らし成長できる支援の充実 

⑥ 強度行動障がいや高次脳機能障がいのある人に対する支援体制の充実 

⑦ 依存症対策の推進 

 

 

３ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 

 

相談支援の提供体制の確保に当たっては、1 の基本理念を踏まえ、下記の点に配慮して目標

を設定し、計画的な整備を行います。 

① 相談支援体制の構築 

  ② 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

  ③ 発達障がい*のある人等に対する支援 

 

 

４ 障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方 

 

障がい児支援の提供体制の確保に当たっては、1 の基本理念を踏まえ、下記の点に配慮して

目標を設定し、計画的な整備を行います。 

① 地域支援体制の構築 

② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

③ 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

④ 特別な支援が必要な障がい児への支援体制の整備 

 ア 重症心身障がい児及び医療的ケア児への支援体制の充実 

 イ 強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい児への支援体制の充実 

 ウ 虐待を受けた障がい児への支援体制の整備 

⑤ 障がい児相談支援の提供体制の確保


